
第5次粕屋町総合計画　後期基本計画　事務事業シート ver.3.0

款 項 目

2 3 1

１．事務事業の取組方向

➤ ➤

２．実施計画（PDCAサイクル）

➤ ➤

➤ ➤

３．事業フロー（ロジックモデル）

➤ ➤

歳入
（特定財源）

16,843 14,768

実施(Do)

○定期的に係会議を行い、業務の問題点や課題を職員間で共有、改善し、複
雑化・多様化する町民のニーズに合わせた適切な行政サービスを提供した。

年度 R2決算額 R3決算額

歳出 26,621 29,135

改善方法
○窓口ワンストップを実施しており、住民満足度も高水準を達成しているが、更な
る窓口サービス向上のため、デジタル化を進めていく必要がある。
○令和５年度の戸籍法改正に向けて、準備をする必要がある。

○全庁的にデジタル化を推進していく中で、総合窓口課では証明書発行手数料
のキャッシュレス決済や申請書作成支援システムの導入など、窓口サービスの
デジタル化を進めていく。
○戸籍法改正に向けて、戸籍システムの改修、戸籍業務の整備を進める。

〇住民登録、印鑑登録、また法定受託事務である戸籍事務等において各種手
続きによる登録を適正に管理し、行政運営の基本となる住民情報を正確に把握
し、適切な行政サービスを提供する。

〇ライフイベントに伴う各手続や証明書の交付及び戸籍届出等について、相談
業務とともに、ワンストップにより各手続を正確に行う。

評価(Check) 改善(Action)

実施結果 課題

一般会計

基本目標 ４　健全で持続可能な行政経営をめざすまち 政策 １ 町民のための行政経営のまちづくり 施策 (２) 簡素で合理的な行政運営の強化

令和３年度 事業区分 －

戸籍住民登録事務
根拠法令 戸籍法、住民基本台帳法

予算科目
会計

戸籍住民登録費
行政計画

事業名

10230101  所管課 住民福祉部  総合窓口課 事業年度

なし

計画(Plan) 計画(Plan)

事業目的 実施方法 事業費（千円）

前期基本計画の主な取組と成果 後期基本計画のまちづくりの課題と展望 後期基本計画中における事務事業の取組方向
○転入・転出が多い本町において、引越しなどに伴う各手続をひとつの窓口で完
結できるよう、総合窓口ワンストップサービスを行うことで住民サービスの向上を
図った。

○町民のニーズが複雑化・多様化していく中で、それぞれのニーズにあわせた行
政サービスを提供していくため、引き続き質の高いサービスを維持できるよう体制
の強化に努める必要がある。

〇総合窓口ワンストップサービスの更なる充実に向けて、関係各課と連携を密に
し、ライフイベント毎の手続きの検証を継続的に行い、計画的に改善していくこと
で、より一層の窓口サービスの向上に努める。

実施(Do)

○住民異動届やそれに伴う各手当等の申請、戸籍届出の受理・処理
○行政手続のワンストップサービス及び、戸籍、各手当等の相談業務

○窓口手続きの迅速化、事務処理の効率化が図られる。 ○窓口混雑が解消され、住民満足度の高い行政サービスが提供できる。

①結果のアウトプット（どのような活動を行うのか） ②効果のアウトプット（活動の結果どうなるのか） ③アウトカム（町としてどうなるのか）

年度 R1年度 R3年度 R7年度（最終）
戸籍事件処理件数 目標値 2,500 2,800

➤

活動指標（アウトプット） 年度 R1年度 R3年度 R7年度（最終） 成果指標（アウトカム）

3.5 1.12

単位： 件 達成率 94.4% 0.0% 単位：

窓口受付までの平均待ち時間 目標値 3 1

実績値 2,367 2,359 実績値

単位：

分 達成率

実績値➤
目標値

達成率単位： 件 達成率 82.9% 0.0%

実績値 5,506 4,972

住民異動処理件数 目標値 6,000 7,000



第5次粕屋町総合計画　後期基本計画　事務事業シート ver.3.0

款 項 目

2 3 1

１．事務事業の取組方向

➤ ➤

２．実施計画（PDCAサイクル）

➤ ➤

➤ ➤

３．事業フロー（ロジックモデル）

➤ ➤

歳入
（特定財源）

37,749 27,399

実施(Do)

○マイナンバーカードの普及促進のため、専用窓口を設置するとともに、町民の
利便性に配慮するため、休日開庁や夜間窓口を実施した。その結果、令和３年
度末の交付率は45.6％となり、国や県の交付率を上回った。
○マイナンバーカードの普及によりコンビニ交付稼働率が上がり、町民の利便性
が向上した。

年度 R2決算額 R3決算額

歳出 47,961 35,555

改善方法
○国は、令和４年度末には全国民がマイナンバーカードを保有する計画を打ち
出しており、更なる普及推進のため、マイナンバー制度やカードの利用方法など
の広報活動を行う必要がある。

○令和４年度はマイナポイント第２弾が実施されるため、交付申請の増加が予想
される。積極的に広報活動を行うとともに、マイナンバーカードの交付、申請補助
等手続きがスムーズに出来るよう窓口の体制を整備する。

〇マイナンバー制度のメリットをより実感していただけるデジタル社会を早期に実
現するため、マイナンバーカードの普及とその利活用の促進を図る。

〇平日にマイナンバーカードを受け取りに来られない方に配慮し、マイナンバー
カード取得のための休日開庁及び夜間窓口を実施する。

評価(Check) 改善(Action)

実施結果 課題

一般会計

基本目標 ４　健全で持続可能な行政経営をめざすまち 政策 ３ 広域的な視点に立ったまちづくり 施策 (１) 連携して取り組む広域行政の推進

令和３年度 事業区分 －

広域サービス事業
根拠法令 住民基本台帳法

予算科目
会計

戸籍住民登録費
行政計画

事業名

10230102  所管課 住民福祉部  総合窓口課 事業年度

なし

計画(Plan) 計画(Plan)

事業目的 実施方法 事業費（千円）

前期基本計画の主な取組と成果 後期基本計画のまちづくりの課題と展望 後期基本計画中における事務事業の取組方向
○平成28 年１月からマイナンバーカードの交付が開始され、マイナンバーカード
の取得推進のために休日開庁を行った。本町では、平成30 年12 月からコンビ
ニエンスストアで各種証明書を取得できるコンビニ交付サービスを開始し、役場
以外でも時間外にも証明書が取得できるようになり利便性は大きく向上した。

○これから先、マイナンバーカードを健康保険証や運転免許証として利用するこ
とが検討されており、より日常生活の中で必要となることが予想される。マイナン
バー制度やマイナンバーカードの利用方法などについて、町民の理解を深めるた
めの取組が必要である。

〇今後の国によるマイナンバーカード利活用推進事業の動向を注視し、分かりや
すい広報活動を行うとともに、普及促進に取り組む。また、マイナンバーカードを
活用した効率的・効果的な行政サービスの提供に取り組む。

実施(Do)

○証明書自動交付サービスの実施
○住基ネット及びマイナンバーの情報連携
〇マイナンバーカードの普及促進

○広域連携のよる行政サービスの提供により業務の効率化、住民の利便性の向
上が図られる。

○行政サービスの広域化により、スケールメリットを活かしたサービスの向上が図
られる。

①結果のアウトプット（どのような活動を行うのか） ②効果のアウトプット（活動の結果どうなるのか） ③アウトカム（町としてどうなるのか）

年度 R1年度 R3年度 R7年度（最終）
マイナンバーカード交付枚数（累
計）

目標値 15,000 30,000

➤

活動指標（アウトプット） 年度 R1年度 R3年度 R7年度（最終） 成果指標（アウトカム）

1,912 7,310

単位： 枚 達成率 146.6% 0.0% 単位：

証明書コンビニ交付利用件数 目標値 4,000 10,000

実績値 6,402 21,991 実績値

単位：

件/年 達成率 182.8% 0.0%

実績値➤
目標値

達成率単位： 達成率

実績値

目標値



第5次粕屋町総合計画　後期基本計画　事務事業シート ver.3.0

款 項 目

3 1 3

１．事務事業の取組方向

➤ ➤

２．実施計画（PDCAサイクル）

➤ ➤

➤ ➤

３．事業フロー（ロジックモデル）

➤ ➤

歳入
（特定財源）

2,688 3,074

実施(Do)

○被保険者にかかる各種届出、保険料免除・納付猶予申請、障害年金関係の
相談や申請受付を実施した。
○年金事務所に協力し、文書の開封率向上のため年金の申請免除の勧奨通知
を当町から発送した。

年度 R2決算額 R3決算額

歳出 2,725 3,346

改善方法
○被保険者の資格に係る届出や保険料免除申請や障害年金の裁定請求の相
談など、被保険者の年金確保のために必要な知識の習得に努めた。

○法定受託事務であるので、独自の事業は難しいが、被保険者の年金確保のた
めに、職員の知識の習得に努め、必要な手続きや方法等を積極的に案内し、制
度の周知を図る。

〇老齢、障害、死亡によって生活の安定が損なわれることを、国民の共同連来
によって防止し、健全な生活の維持・向上に寄与することを目的としている。

〇国民年金第１号被保険者に係る届出、保険料免除・猶予関係に係る申請、
給付関係届出等、各種届出の受理及び報告を行い、日本年金機構へ進達す
る。（法定受託事務）

評価(Check) 改善(Action)

実施結果 課題

➤
目標値

達成率単位： 件 達成率 46.7% 0.0%

実績値 1,988 934

保険料免除申請件数
（学特含む）

目標値 2,000 2,050

単位：

達成率

実績値

0.0% 単位：

目標値

実績値 4,687 4,756 実績値

年度 R1年度 R3年度 R7年度（最終）
国民年金1号加入者数 目標値 4,500 4,100

➤

活動指標（アウトプット） 年度 R1年度 R3年度 R7年度（最終） 成果指標（アウトカム）

単位： 人 達成率 105.7%

○給付関係届出等、各種届出の受理及び報告 ○国民年金の適正な資格管理を行い、年金保険料の免除の相談等を行うこと
で未加入者、保険料未納者を減少させ、住民の年金受給権を確保できる。

○安定した年金事業の運営につながる。

①結果のアウトプット（どのような活動を行うのか） ②効果のアウトプット（活動の結果どうなるのか） ③アウトカム（町としてどうなるのか）

計画(Plan) 計画(Plan)

事業目的 実施方法 事業費（千円）

前期基本計画の主な取組と成果 後期基本計画のまちづくりの課題と展望 後期基本計画中における事務事業の取組方向
〇法定受託事務として、被保険者の適正な資格管理を行うため、制度の広報啓
発を行った。

〇年金制度の正しい理解のため、引き続き広報啓発を行い、年金未加入者や
未納者を減らし、住民の年金受給権の確保に努める。

〇年金に関する相談業務の充実を図る。

実施(Do)

一般会計

基本目標 ３　誰もが安心して幸せに暮らせるやすらぎのまち 政策 ５ 誰もが心豊かに暮らせるまちづくり 施策 (２) ともに支え合う地域福祉の推進と社会保障制度の運営

令和３年度 事業区分 －

国民年金事務
根拠法令 国民年金法

予算科目
会計

社会保障費
行政計画

事業名

10310401  所管課 住民福祉部  総合窓口課 事業年度



第5次粕屋町総合計画　後期基本計画　事務事業シート ver.3.0

款 項 目

1 1 1

１．事務事業の取組方向

➤ ➤

２．実施計画（PDCAサイクル）

➤ ➤

➤ ➤

３．事業フロー（ロジックモデル）

➤ ➤

年度 R2決算額 R3決算額

▲ 78,853 ▲ 114,383

改善方法
○資格管理では、早期に手続き勧奨が実施できるようになった。
○保険税については調定額が増加し、単年度収支が改善した。
○医療費適正化には取り組んだが、令和2年度と比較すると新型コロナウイルス
感染症の影響による受診控えがなくなり、一人当たり医療費は増加した。

○保険税について、税率改正により、国保特別会計の単年度収支は改善はした
が、赤字のため、引き続き適正な賦課水準に近づけるため、税率の見直しを行
う。
○一人当たり医療費の増加を少しでも少なくするため、重複服薬者や多剤投与
者に向けての取り組みを強化する。

〇国民健康保険法等に基づき、国民皆保険の中核として、地域住民の医療の
確保と健康増進に寄与する。

〇国民健康保険被保険者の資格管理及び保険税の適正賦課、徴収を行う。
〇公費と保険税を財源とし医療給付を行う。
〇医療費適正化のため、保健事業を実施する。

評価(Check) 改善(Action)

実施結果 課題

歳出

歳入

3,427,627 3,577,085

3,348,774

差引

3,462,702

実施(Do)

○オンライン資格確認の情報をもとに、被保険者の資格管理において、手続きの
勧奨を実施した。
○保険税収入増のため、保険税率の改正を行い、収納対策に取り組んだ。医療
費適正化では、ジェネリック差額通知や訪問健康相談を実施した。

➤
一人当たり医療費（費用額） 目標値

達成率

370,000

単位： ％ 達成率 69.0% 0.0%

実績値 42.1 41.4

特定健診実施率 目標値 60.0 60.0 360,000

374,542

単位： 円

千円 達成率

実績値 373,489

0.0% 単位：

累積赤字額 目標値 56,000 0

実績値 96.6 97.25 実績値

年度 R1年度 R3年度 R7年度（最終）
［施策］国民健康保険収納率（現
年度分）

目標値 96.8 97.0

➤

活動指標（アウトプット） 年度 R1年度 R3年度 R7年度（最終） 成果指標（アウトカム）

121,220 120,284

単位： ％ 達成率 100.5%

○特定健診や特定保健指導等の保健事業の実施
○負担能力に応じた保険税の適正賦課、収納率の向上

○医療費の削減
○累積赤字の解消

○健康寿命の延伸
○国民健康保険特別会計の財政安定化

①結果のアウトプット（どのような活動を行うのか） ②効果のアウトプット（活動の結果どうなるのか） ③アウトカム（町としてどうなるのか）

計画(Plan) 計画(Plan)

事業目的 実施方法 事業費（千円）

前期基本計画の主な取組と成果 後期基本計画のまちづくりの課題と展望 後期基本計画中における事務事業の取組方向
○持続可能な医療保険制度を構築する為、国民健康保険、後期高齢者医療
制度共に、医療費の適正化に努めるとともに、収納率向上のための取組を行っ
た。

○国民健康保険、後期高齢者医療制度の制度改正による財政の安定化をめざ
し、適正な給付業務を行うとともに適正な負担を求めていく必要がある。

〇医療費の適正化、健康寿命の延伸のために健康や医療に関する情報を活用
した健康課題の分析や保健事業評価等を行い、保健事業の実施率を向上させ
る。持続可能な医療保険制度とするために、被保険者の能力に応じた費用負担
を求める。

実施(Do)

国民健康保険

基本目標 ３　誰もが安心して幸せに暮らせるやすらぎのまち 政策 ５ 誰もが心豊かに暮らせるまちづくり 施策 (２) ともに支え合う地域福祉の推進と社会保障制度の運営

令和３年度 事業区分 －

国民健康保険事業
根拠法令 国民健康保険法

予算科目
会計

一般管理費、他
行政計画

事業名

21001  所管課 住民福祉部  総合窓口課 事業年度

粕屋町保健事業実施計画（第2期データヘルス計画）



第5次粕屋町総合計画　後期基本計画　事務事業シート ver.3.0

款 項 目

1 1 1

１．事務事業の取組方向

➤ ➤

２．実施計画（PDCAサイクル）

➤ ➤

➤ ➤

３．事業フロー（ロジックモデル）

➤ ➤

年度 R2決算額 R3決算額

26,397 25,787

改善方法
○対象者は年々増加しており、窓口業務や事務処理の件数も増えている。来年
度は、10月1日より新たに２割の窓口負担区分が創設されることにより、保険証も
２回送付する予定となっていて、対象者に対して新制度についての早期周知や
説明を行う必要がある。

○コロナ感染症の拡大防止対策として、75歳到達の対象者には令和2年度より
郵送での保険加入案内を行っていたが、令和4年度より窓口での案内に切り替
える。その際に、後期高齢者医療制度の説明に加え、負担区分の新設や保険
証の２回送付等についても丁寧な説明を行う。

〇75歳以上の人及び65歳以上75歳未満の一定の障がいがある被保険者の適
切な医療の確保及び高齢者の福祉の増進を図る。

〇被保険者の資格管理に関する届出や保険給付の申請受付、保険料の収納
業務を行う。また、福岡県後期高齢者広域連合納付金の報告、支払いを行う。

評価(Check) 改善(Action)

実施結果 課題

歳出 524,325 537,399

歳入 550,722 563,186

差引

実施(Do)

○被保険者の資格取得や喪失の手続き、医療給付などの申請受付を行った。
○保険料を徴収し、福岡県後期高齢者広域連合への納付金の報告や支払いを
行った。

➤
一人当たりの医療費 目標値

達成率

1,200,000

単位： 達成率

実績値

目標値 1,200,000

1,256,280

単位： 円

％ 達成率

実績値 1,265,379

単位：

保険料収納率 目標値 99.75 99.8

実績値 実績値

年度 R1年度 R3年度 R7年度（最終）

目標値

➤

活動指標（アウトプット） 年度 R1年度 R3年度 R7年度（最終） 成果指標（アウトカム）

99.72 99.89

単位： 達成率

○後期高齢者医療の加入等の届出促進
○保険料の収納業務

○後期高齢者に対する適切な医療の確保につながる。 ○後期高齢者医療制度の安定運営を図ることができる。

①結果のアウトプット（どのような活動を行うのか） ②効果のアウトプット（活動の結果どうなるのか） ③アウトカム（町としてどうなるのか）

計画(Plan) 計画(Plan)

事業目的 実施方法 事業費（千円）

前期基本計画の主な取組と成果 後期基本計画のまちづくりの課題と展望 後期基本計画中における事務事業の取組方向
○持続可能な医療保険制度を構築する為、国民健康保険、後期高齢者医療
制度共に、医療費の適正化に努めるとともに、収納率向上のための取組を行っ
た。

○国民健康保険、後期高齢者医療制度の制度改正による財政の安定化をめざ
し、適正な給付業務を行うとともに適正な負担を求めていく必要がある。

〇福岡県後期高齢者医療広域連合と連携し、被保険者の資格の取得や喪失、
医療給付等に関する受付を適正かつ迅速に行う。医療費の適正化、健康寿命
の延伸のために被保険者の状況に応じた保険事業の実施に取り組む。

実施(Do)

後期高齢者医療

基本目標 ３　誰もが安心して幸せに暮らせるやすらぎのまち 政策 ５ 誰もが心豊かに暮らせるまちづくり 施策 (２) ともに支え合う地域福祉の推進と社会保障制度の運営

令和３年度 事業区分 －

後期高齢者医療事業
根拠法令 高齢者の医療の確保に関する法律

予算科目
会計

一般管理費、他
行政計画

事業名

21002  所管課 住民福祉部  総合窓口課 事業年度

なし



第5次粕屋町総合計画　後期基本計画　事務事業シート ver.3.0

款 項 目

3 1 6

１．事務事業の取組方向

➤ ➤

２．実施計画（PDCAサイクル）

➤ ➤

➤ ➤

３．事業フロー（ロジックモデル）

➤ ➤

歳入
（特定財源）

158 176

実施(Do)

○65歳以上の申請者に対して利用証の交付を行った。令和3年度の交付枚数
は、前年度より4枚少ない178枚であった。

年度 R2決算額 R3決算額

歳出 1,420 1,505

改善方法
○前年度と比較すると、交付枚数は若干少なかったが、支払額は85,000円増の
1,503,000円で一人当たりの費用額も増額していた。
○より多くの方に利用していただけるよう制度について周知していく必要がある。

○広報やホームページに掲載するとともに、窓口案内も随時行っていく。

〇高齢者の健康増進と福祉の向上に寄与することを目的とする。 〇本人からの申請に基づき施術利用証を交付する。利用者は、施術後に利用
証と領収書をもって、役場窓口において償還払い手続きを行う。町内登録業者
での施術については、業者が本人に代わって助成金を請求することができる。

評価(Check) 改善(Action)

実施結果 課題

➤
目標値

達成率単位： 達成率

実績値

目標値

単位：

件/年 達成率 85.9% 0.0%

実績値

0.0% 単位：

助成申請件数 目標値 1,750 2,200

実績値 217 178 実績値

年度 R1年度 R3年度 R7年度（最終）
利用証交付枚数 目標値 220 300

➤

活動指標（アウトプット） 年度 R1年度 R3年度 R7年度（最終） 成果指標（アウトカム）

1,727 1,503

単位： 枚/年 達成率 80.9%

○高齢者を対象としたはり・きゅう施術費の助成 ○高齢者のはり・きゅう施術による健康管理ができる。 ○高齢者の健康増進を図り、国民健康保険、後期高齢者医療の医療費の削減
が期待できる。

①結果のアウトプット（どのような活動を行うのか） ②効果のアウトプット（活動の結果どうなるのか） ③アウトカム（町としてどうなるのか）

計画(Plan) 計画(Plan)

事業目的 実施方法 事業費（千円）

前期基本計画の主な取組と成果 後期基本計画のまちづくりの課題と展望 後期基本計画中における事務事業の取組方向
〇予算範囲内でより多くの方に利用していただくために、助成金額の変更（１回、
1,600円から1,000円へ）を行うことにより、利用証交付枚数が増加した。

〇後期高齢者医療広域連合より長寿健康増進事業として助成を受けており、今
後も高齢者の健康増進と医療費削減のため、利用者拡大に努める。

〇高齢者の健康増進のため、より多くの方が利用できるように周知していく。

実施(Do)

一般会計

基本目標 ３　誰もが安心して幸せに暮らせるやすらぎのまち 政策 ３ 高齢者が元気に暮らせるまちづくり 施策 (１) 元気高齢者の活躍を促す環境づくりの推進

令和３年度 事業区分 －

老人はり・きゅう費助成事業
根拠法令 なし

予算科目
会計

長寿支援費
行政計画

事業名

10310701  所管課 住民福祉部  総合窓口課 事業年度

なし



第5次粕屋町総合計画　後期基本計画　事務事業シート ver.3.0

款 項 目

3 1 7

１．事務事業の取組方向

➤ ➤

２．実施計画（PDCAサイクル）

➤ ➤

➤ ➤

３．事業フロー（ロジックモデル）

➤ ➤

歳入
（特定財源）

48,339 47,726

実施(Do)

○対象となる方からの申請を受け付け、医療証を交付した。
○令和3年度の受給者数は、前年度より6人減少し675人であった。

年度 R2決算額 R3決算額

歳出 93,202 94,804

改善方法
○障がい者福祉係による手帳交付・申請時の案内に基づいて受付事務を行った。
○障がい者福祉係と公費医療係間での案内漏れや伝達不足があり、スムーズに業務
ができないケースが見られた。

○障がい者福祉係との連携を密にし、対象者の情報に変更があれば随時提供し
てもらうよう依頼し、対象者の不利益にならないよう事務運営を行う。

〇重度障がい者の健康の保持、福祉の向上、経済的負担の軽減による生活の
安定に寄与する。

〇重度障がい者医療費支給制度の対象者に医療証を交付し、医療機関での患
者負担額の一部を助成する。県外受診等で医療証を利用できなかった場合は、
後日償還払いにより助成を行う。

評価(Check) 改善(Action)

実施結果 課題

➤
目標値

達成率単位： 達成率

実績値

目標値

単位：

千円 達成率

実績値

0.0% 単位：

医療費助成額（負担軽減額） 目標値 100,500 101,000

実績値 688 675 実績値

年度 R1年度 R3年度 R7年度（最終）
受給者数 目標値 690 700

➤

活動指標（アウトプット） 年度 R1年度 R3年度 R7年度（最終） 成果指標（アウトカム）

100,471 93,894

単位： 人/年 達成率 97.8%

○重度障がい者の健康保険診療対象となる医療費の患者負担額の一部助成 ○重度障がい者の対象者の経済的負担が軽減される。 ○経済的負担が軽減され、重度障がい者に対する福祉の向上を図ることができ
る。

①結果のアウトプット（どのような活動を行うのか） ②効果のアウトプット（活動の結果どうなるのか） ③アウトカム（町としてどうなるのか）

計画(Plan) 計画(Plan)

事業目的 実施方法 事業費（千円）

前期基本計画の主な取組と成果 後期基本計画のまちづくりの課題と展望 後期基本計画中における事務事業の取組方向
○重度障害者医療対象者の経済的負担軽減を図るため、制度の情報提供や
周知に取り組み、他の関係機関との連携及び医療費の適正化を推進した。

○障がい者の家庭への経済的支援については、今後も、国や県の動向を注視
するとともに、他の関係機関との連携を強め、対象者の経済的負担軽減を図る
必要がある。

〇障がい者の経済的負担を軽減し、健康保持と福祉の増進ため、他公費制度
や障がいの種別などの知識の向上を図りながら、引き続き適正な事務を行う。

実施(Do)

一般会計

基本目標 ３　誰もが安心して幸せに暮らせるやすらぎのまち 政策 ４ 障がい者がともに暮らせるまちづくり 施策 (２) 地域で安心して暮らせる環境づくりの推進

令和３年度 事業区分 －

重度障がい者医療費助成事業
根拠法令 なし

予算科目
会計

障害者支援費
行政計画

事業名

10310803  所管課 住民福祉部  総合窓口課 事業年度

なし



第5次粕屋町総合計画　後期基本計画　事務事業シート ver.3.0

款 項 目

3 2 3

１．事務事業の取組方向

➤ ➤

２．実施計画（PDCAサイクル）

➤ ➤

➤ ➤

３．事業フロー（ロジックモデル）

➤ ➤

歳入
（特定財源）

927,573 910,293

実施(Do)

○受給者に対し、適切でわかりやすい案内、制度周知をすることで手続等の不
備を減らし、定期支払や現況届の処理を効率的に実施し、児童手当の適切な
給付を行った。
○令和４年度に児童手当法の改正があるため、システム改修や受給者への個
別通知を行った。

年度 R2決算額 R3決算額

歳出 1,092,211 1,072,741

改善方法
○令和４年度に児童手当法の改正があり、毎年６月に実施していた受給者から
の現況届が原則不要となる。また、所得上限が設けられ、上限超過者は受給資
格が消滅となるため、事前の準備と受給者へ新制度の周知が必要となる。

○児童手当法の改正に伴い、事務取扱規則及び支払規則の改正を行う。
○ホームページやリーフレット内容を変更し、受給者へ再度個別通知を行うなど
新制度の周知を図る。

〇次代の社会を担う児童の健やかな成長と、家庭等における生活の安定に寄与
する。

〇申請を受けた届書類を審査し、認定の後、請求者へ認定通知書を送付する。
〇6月に受給資格確認のため、現況届を受理し、認定作業を行う。
〇手当の支給は６・１０・２月で、支給月の前月分までを支給する。

評価(Check) 改善(Action)

実施結果 課題

➤
目標値

達成率単位： 達成率

実績値

目標値

単位：

千円 達成率 92.9% 0.0%

実績値

0.0% 単位：

支給額 目標値 1,150,000 1,200,000

実績値 99,263 97,056 実績値

年度 R1年度 R3年度 R7年度（最終）
延児童数 目標値 101,000 103,000

➤

活動指標（アウトプット） 年度 R1年度 R3年度 R7年度（最終） 成果指標（アウトカム）

1,108,855 1,068,820

単位： 人/年 達成率 96.1%

○中学校修了前までの児童の養育者の申請に基づく手当の支給 ○子育て世帯の経済的支援により、生活の安定に寄与できる。 ○子育て家庭の生活が安定し、子どもの健やかな暮らしができる。

①結果のアウトプット（どのような活動を行うのか） ②効果のアウトプット（活動の結果どうなるのか） ③アウトカム（町としてどうなるのか）

計画(Plan) 計画(Plan)

事業目的 実施方法 事業費（千円）

前期基本計画の主な取組と成果 後期基本計画のまちづくりの課題と展望 後期基本計画中における事務事業の取組方向
〇児童を養育する家庭や施設の子育てにかかる経費の負担を軽減し、あわせて
児童の健やかな成長に資するため、児童手当受給者に対し、制度について適切
な案内及び給付を行った。

〇次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、児童を養育する受給
者に対し、引き続き制度周知を行い、適切な給付業務を行う。

〇より効率的に業務が行えるよう事務処理手順の改善を図る。

実施(Do)

一般会計

基本目標 ３　誰もが安心して幸せに暮らせるやすらぎのまち 政策 ２ 子育て世代が明るく暮らせるまちづくり 施策 (２) 子どもの健やかな成長を支える支援の充実

令和３年度 事業区分 －

児童手当給付事業
根拠法令 児童手当法

予算科目
会計

子育て支援費
行政計画

事業名

10320305  所管課 住民福祉部  総合窓口課 事業年度

なし



第5次粕屋町総合計画　後期基本計画　事務事業シート ver.3.0

款 項 目

3 2 3

１．事務事業の取組方向

➤ ➤

２．実施計画（PDCAサイクル）

➤ ➤

➤ ➤

３．事業フロー（ロジックモデル）

➤ ➤

歳入
（特定財源）

69,053 90,876

実施(Do)

○R3年度より福岡県が助成対象を小学6年生までから中学3年生までに拡大し
たことに伴い、当町でも今年度より通院についての助成対象を中学3年生までに
拡大した（入院はすでに中学3年生まで対象範囲）。

年度 R2決算額 R3決算額

歳出 147,295 186,068

改善方法
○助成対象を拡大することにより医療の受診機会の確保につながった。医療証
の発行や登録内容について間違いがないか、三重のチェックを行った。

○手続きの際は、助成内容について丁寧な説明を行う。今後も資格異動や登録
情報のチェック体制を強化し、医療証発行や医療費支給を適正に行う。

〇０歳から中学校３年生までの子どもに対する医療費を一部助成することによ
り、児童福祉の向上を図るとともに子育て家庭の経済的負担を軽減することで、
子どもを安心して産み育てることができる環境を整備する。

〇子ども医療費支給制度の対象者に医療証を交付し、医療機関での患者負担
額の一部を助成する。県外受診等により医療証を利用できなかった場合は、後
日償還払いにより助成を行う。

評価(Check) 改善(Action)

実施結果 課題

➤
目標値

達成率単位： 達成率

実績値

目標値

単位：

千円 達成率

実績値

単位：

医療費助成額（負担軽減額） 目標値 190,000 200,000

実績値 8,594 8,437 実績値

年度 R1年度 R3年度 R7年度（最終）
受給者数 目標値 8,650 9,000

➤

活動指標（アウトプット） 年度 R1年度 R3年度 R7年度（最終） 成果指標（アウトカム）

174,547 180,416

単位： 人/年 達成率

○、健康保険診療対象となる医療費の一部の助成 ○子どもの健康保持と子育て家庭の経済的負担の軽減を図ることができる。 ○子育て家庭の経済的負担を軽減し、子どもを安心して産み育てることができ
る。

①結果のアウトプット（どのような活動を行うのか） ②効果のアウトプット（活動の結果どうなるのか） ③アウトカム（町としてどうなるのか）

計画(Plan) 計画(Plan)

事業目的 実施方法 事業費（千円）

前期基本計画の主な取組と成果 後期基本計画のまちづくりの課題と展望 後期基本計画中における事務事業の取組方向
○子育て家庭の経済的負担軽減を図るため、平成２８年１０月から子ども医療
費助成対象年齢の拡大を行った。

○子どもを安心して産み育てることができるよう、今後も子ども医療費助成等の
子育て家庭に対する経済的な負担軽減を継続していく必要がある。

〇子育て家庭の経済的負担軽減を図るため、令和３年４月から通院医療費の
助成対象年齢を中学３年生まで拡大する。

実施(Do)

一般会計

基本目標 ３　誰もが安心して幸せに暮らせるやすらぎのまち 政策 ２ 子育て世代が明るく暮らせるまちづくり 施策 (２) 子どもの健やかな成長を支える支援の充実

令和３年度 事業区分 －

子ども医療費助成事業
根拠法令 なし

予算科目
会計

子育て支援費
行政計画

事業名

10320307  所管課 住民福祉部  総合窓口課 事業年度

なし
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款 項 目

3 2 3

１．事務事業の取組方向

➤ ➤

２．実施計画（PDCAサイクル）

➤ ➤

➤ ➤

３．事業フロー（ロジックモデル）

➤ ➤

歳入
（特定財源）

11,934 14,806

実施(Do)

○対象者の申請に基づき、医療証を交付した。令和3年度の受給者数は、前年
度より44人増加し1,029人であった。

年度 R2決算額 R3決算額

歳出 25,459 29,322

改善方法
○総合窓口係が行っている児童扶養手当の現況届手続きの際に、ひとり親医療
証の申請書を記入してもらい医療証を発行した。
○転入や子ども医療からの移行等により対象となった方に対しても、随時窓口で
受付けた。
○児童扶養手当担当と連携を図り業務を行っているが、伝達不足により資格情
報に相違があるケースがあった。

○対象者の情報を入手した場合は、すぐに児童扶養手当担当と情報共有する。
年度更新事務の際にも、再度、資格内容を精査することで適正な事務を行う。

〇ひとり親家庭等に対する経済的負担の軽減により、生活の安定と福祉の向上
を図る。

〇ひとり親家庭等医療費支給制度の対象者に医療証を交付し、医療機関での
患者負担額の一部を助成する。県外受診等により医療証を利用できなかった場
合は、後日償還払いにより助成を行う。

評価(Check) 改善(Action)

実施結果 課題

➤
目標値

達成率単位： 達成率

実績値

目標値

単位：

千円 達成率

実績値

単位：

医療費助成額（負担軽減額） 目標値 31,000 30,000

実績値 1,008 1,029 実績値

年度 R1年度 R3年度 R7年度（最終）
受給者数 目標値 1,000 980

➤

活動指標（アウトプット） 年度 R1年度 R3年度 R7年度（最終） 成果指標（アウトカム）

31,005 28,715

単位： 人/年 達成率

○ひとり親家庭等の健康保険診療対象となる医療費の一部助成 〇ひとり親家庭等の経済的負担が軽減される。 〇ひとり親家庭等の経済的負担を軽減し、生活を安定させることができる。

①結果のアウトプット（どのような活動を行うのか） ②効果のアウトプット（活動の結果どうなるのか） ③アウトカム（町としてどうなるのか）

計画(Plan) 計画(Plan)

事業目的 実施方法 事業費（千円）

前期基本計画の主な取組と成果 後期基本計画のまちづくりの課題と展望 後期基本計画中における事務事業の取組方向
〇ひとり親家庭等の経済的負担を軽減し、医療の受診機会を確保することがで
きた。

〇ひとり親世帯の増加に伴い、医療費の増加も見込まれるため、ジェネリック医
薬品の推奨や特定健診の促進を図る必要がある。

〇児童扶養手当の担当と連携し、医療証の発行や医療費支給等を適正かつ迅
速に行う。

実施(Do)

一般会計

基本目標 ３　誰もが安心して幸せに暮らせるやすらぎのまち 政策 ２ 子育て世代が明るく暮らせるまちづくり 施策 (２) 子どもの健やかな成長を支える支援の充実

令和３年度 事業区分 －

ひとり親家庭等医療費助成事業
根拠法令 なし

予算科目
会計

子育て支援費
行政計画

事業名

10320308  所管課 住民福祉部  総合窓口課 事業年度

なし


